
                 

2022 年 3 月 10 日 

第３４回企業法務セミナー 

 

 

ビジネスシーンでの著作権を

わかりやすく 

～引用ルールを知らずに安易なコピペでトラブルに～ 

弁護士法人山下江法律事務所 弁護士 笠原 輔 

      



 講師プロフィール               

講師  弁護士 笠原輔／弁護士法人山下江法律事務所 

出身地 岡山県倉敷市  

岡山県立倉敷南高校卒業 

京都大学法学部卒業、同大学法科大学院修了  

平成１８年９月   司法試験合格  

平成１８年１１月  最高裁判所司法研修入所  

平成１９年１２月  司法修習終了・広島弁護士会に登録 

           山下江法律事務所入所 

趣味は空手、読書など。 



1 

 

第３４回 企業法務セミナー ２０２２年３月１０日（木）１８：３０～２０：００ 

 

ビジネスシーンでの著作権をわかりやすく 

～引用ルールを知らずに安易なコピペでトラブルに～ 

 

弁護士法人山下江法律事務所 弁護士 笠原 輔 

 

第１ 著作権侵害の基礎知識 

 １ 著作権 

（１）著作物 

   著作権法２条１項１号 

     思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の

範囲に属するものをいう。 

  ア 著作物の要件 

思想・感情の創作的な表現 

  （ア）思想又は感情を 

     人が考えたり感じたりしたことが対象。 

     単なる客観的な事実やデータは対象とならない。 

      例 広島市の人口 

（イ）創作的に 

   一定の創作性が必要。 

   個性のないありきたりな表現は、著作物にあたらない。 

（ウ）表現したもの 

   思想又は感情が外部に表現されていることが必要。表現行為自体が著作物の

対象となる。 

   思想や感情の内容そのもの、アイデアは保護されない。特許や実用新案とは異

なる。 

   登録などは必要ない。 

    著作権法１７条２項 

     著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。 

   イ 著作物の種類 

   （ア）著作権法１０条１項の例示 

      「この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。」 

      １号 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 

２号 音楽の著作物 

３号 舞踊又は無言劇の著作物 
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４号 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 

５号 建築の著作物 

６号 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 

７号 映画の著作物 

８号 写真の著作物 

９号 プログラムの著作物 

   （イ）著作権法１０条１項の例示以外の著作物 

・二次的著作物（１１条） 

   原著作物（原作）を改変して創作した著作物 

・編集著作物（１２条） 

   電話帳、百科事典、新聞、雑誌、文学全集、学術論文集など 

・データベースの著作物（１２条の２） 

   地図データベース、顧客データベースなど 

・結合著作物 

   例 音楽の著作物の場合、曲と歌詞。 

（ウ）プログラムの著作物 

著作権法２条１項１０の２号 

電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対す

る指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。 

      著作権法１０条３項 

        ・・・この法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログ

ラム言語、規約および解法に及ばない。・・・ 

プログラム複製物の所有者は、必要限度でその複製（バックアップ）を認めら

れている。 

（エ）二次的著作物 

例 マンガをアニメ化する場合 

マンガ：原著作物（原作） アニメ：二次的著作物 

二次的著作物は原著作物から独立した著作物として保護される。 

二次的著作物を創作する場合には、原著作物を利用するので、原著作物の著作

者の許諾が必要。（著作権法２７条） 

二次的著作物を複製、上映等で利用する場合、二次的著作物の著作者の許諾だ

けでなく、原著作物の著作者の許諾も必要。（著作権法２８条） 

（オ）編集著作物 

   著作権法１２条 

    １項 編集物（データベースに該当するものを除く。以下同じ。）でその素

材の選択又は配列によって創作性を有するものは、著作物として保護
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する。 

    ２項 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権

利に影響を及ぼさない。 

編集著作物を利用する場合、構成する個々の素材が著作物であれば、素材の著

作者の許諾も必要。 

（カ）データベースの著作物 

   著作権法２条１項 １０の３号 

論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計

算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。 

   著作権法１２条の２ 

１項 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を

有するものは、著作物として保護する。 

２項 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作

者の権利に影響を及ぼさない。 

   （キ）著作物にあたらなくても注意が必要 

      著作物にあたらなくても安易にコピーして使うと、民法上の不法行為に基づ

く損害賠償責任を負う場合がある。（例 著作物にあたらないデータベース） 

 （２）著作者 

ア 原則 著作物の権利は著作者に帰属。 

     著作物の権利＝著作権（著作財産権）＋著作者人格権 

  例外 職務著作 映画の著作物 共同著作 

イ 職務著作 

  会社の業務として作成される 

  著作権法１５条 

１項 法人その他使用者（以下この条において「法人等」という。）の発意に

基づきその法人等の業務に従事する者が職務上製作する著作物（プログ

ラムの著作物を除く。）で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表す

るものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の

定めがない限り、その法人等とする。 

２項 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成す

るプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則

その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 

     プログラムの場合は法人の名義で公表されていなくても法人が著作者になる。

プログラムは市販されるもの以外は、公表なしで使用されることが通例のため。 

ウ 映画の著作物 

  著作権法１６条で、「製作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著
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作物の全体的形成に創作的に寄与した者」（通常は監督やプロデューサー）が著作

者となる。 

  著作権法２９条で、「著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の制作に参加

することを約束しているとき」は、映画製作者（通常は映画製作会社）に著作権が

帰属。ただし、著作者人格権は著作者に残る。監督契約などで不行使の約束が必要

になる。 

  著作権法１６条 

    映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製さ

れた小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、製作、監督、演出、撮

影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者

とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。 

  著作権法２９条 

    映画の著作物（第１５条第１項、次項又は第３項の規定の適用をうけるもの

を除く。）の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の制

作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。 

エ 共同著作 

  複数の著作者。原則として権利行使には著作者全員の合意が必要。ただし、信義

に反して合意の成立を妨げることはできない。代表して権利行使する者を定める

ことができる。 

オ 著作権者不明 

  相当な努力を払っても著作者を見つけることができない場合、利用相当額を供

託して、著作権法６７条の文化庁の裁定制度を利用し、著作物を利用。 

カ 著作隣接権 

  著作物に付加価値を付けて伝達した者の権利 

（ア）実演家 

（イ）レコード製作者 

（ウ）放送事業者、有線放送事業者 

 （３）著作権 

   ア 種類 支分権 

（ア）複製権 

   著作物を複製する権利（著作権法２１条） 

   印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法（著作権法２条１項１５号） 

   実質的な同一性を超える場合は翻案権の侵害。 

（イ）上演権・演奏権 

   公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利（著

作権法２２条） 
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   公衆に→不特定又は特定多数に 

（ウ）上映権 

   公に上映する権利（著作権法２２条の２） 

（エ）公衆送信権等 

   公衆送信（自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。）を行う権利

（著作権法２３条１項） 

   公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利（著作権法

２３条２項） 

（オ）口述権 

   公に口述する権利（著作権法２４条） 

（カ）展示権 

   原作品により公に展示する権利（著作権法２５条） 

（キ）頒布権 

   映画の著作物をその複製物により頒布する権利（著作権法２６条１項） 

（ク）譲渡権 

   原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利（著作権法２６条の２第

１項） 

   公衆に譲渡すると消尽（著作権法２６条の２第２項） 

（ケ）貸与権 

   複製物の貸与により公衆に提供する権利（著作権法２６条の３） 

（コ）翻訳権・翻案権等 

   翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権

利（著作権法２７条） 

   二次的著作物を創作する権利 

   著作権を譲渡する契約において、譲渡の目的として特掲されていないときは、

譲渡した者に留保されたものと推定（著作権法６１条２項） 

（サ）二次的著作物の利用に関する原著作者の権利 

   著作権法２８条 

     二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、こ

の款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種

類の権利を専有する。 

著作権を譲渡する契約において、譲渡の目的として特掲されていないときは、

譲渡した者に留保されたものと推定（著作権法６１条２項） 

イ 保護期間 

（ア）原則 

著作者の死後７０年（著作権法５１条２項） 
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   （イ）無名又は変名の著作物 

公表後７０年（著作権法５２条１項本文） 

存続期間満了前に死後７０年経過で消滅（著作権法５２条１項但書） 

（ウ）団体名義の著作物 

公表後７０年、創作後７０年以内に公表されなかった場合は創作後７０年（著

作権法５３条１項） 

（エ）映画の著作物 

公表後７０年、創作後７０年以内に公表されなかった場合は創作後７０年（著

作権法５４条） 

 （４）著作者人格権 

ア 著作者人格権 

（ア）公表権 

   その著作物でまだ公表されていないもの（同意を得ないで公表された著作物

を含む。）を公衆に提供し、又は提示する権利（著作権法１８条） 

（イ）氏名表示権 

   著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その

実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないことと

する権利（著作権法１９条） 

（ウ）同一性保持権 

   著作権法２０条１項 

     著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その

意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。 

著作権法２０条２項で例外あり。学校教育の目的、建築物の増築等、プログラ

ムの改変、やむを得ない改変 

イ 遺族の請求権 

著作権法６０条 

  著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなく

なった後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の

侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社

会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認めら

れる場合は、この限りでない。 

遺族（配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹）の差止請求権（著作権法１１

６条）、名誉回復の措置（著作権法１１５条） 

 

 ２ 著作権の制限 

（１）私的使用目的の複製 
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個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを

目的とするときは、例外となる場合を除き、その使用する者が複製することができる

（著作権法３０条１項）。 

    例外 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用

いて複製する場合 

技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じな

いようになった複製を、その事実を知りながら行う場合  等 

   会社内の利用は私的使用の範囲を超えていると解される。 

（２）教育目的 

   教科書への掲載（著作権法３３条） 

   教材用拡大教科書作成のための複製（著作権法３３条の３） 

   学校教育番組の放送等（著作権法３４条） 

   教育機関における複製（著作権法３５条） 

   試験問題としての複製（著作権法３６条） 

（３）図書館使用目的 

   図書館等における複製（著作権法３１条） 

   公的な図書館に限る。 

（４）福祉目的 

   点字による複製（著作権法３７条） 

   聴覚障害者のための複製、自動公衆送信（著作権法３７条の２） 

（５）報道・放送目的 

   官公庁の広報資料等の転載（著作権法３２条２項） 

   時事問題論説の転載等（著作権法３９条） 

   政治上の演説等の利用（著作権法４０条） 

   時事報道のための利用（著作権法４１条） 

   放送事業者等による一時的固定（著作権法４４条） 

（６）司法立法行政・情報公開目的 

   裁判手続における複製（著作権法４２条） 

    情報公開法による開示のための利用（著作権法４２条の２） 

（７）非営利目的 

   非営利目的の上演・演奏・上映・口述・貸与等（著作権法３８条） 

（８）引用 

   第２で。 

（９）美術品・写真・建築 

   原作品の所有者による展示（著作権法４５条） 

   公開美術の著作物等の利用（著作権法４６条） 
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   展示に伴う複製（著作権法４７条） 

（１０）コンピュータ・プログラム 

   プログラムの複製物の所有者による複製（バックアップ）（著作権法４７条の３） 

電子計算機における著作物の利用に付随する利用（著作権法４７条の４） 

電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用（著作権法４

７条の５） 

（１１）複製物の譲渡 

    複製権の制限によって作成された複製物の譲渡（著作権法４７条の７） 

 

第２ 引用について 

   著作権法３２条 

１項 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、

その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その

他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。 

    ２項 国等の周知目的資料は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転

載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限

りでない。 

 

   引用の要件 

    ① 公表された著作物であること 

    ② 公正な慣行に合致すること 

    ③ 報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲で行われること 

    ④ 出典を明記すること（コピー以外はその慣行があるとき） 

     ②と③の要件に関連して、 

⑤ 自己の著作物と他人の著作物が明瞭に区分されていること（区分性） 

⑥ 引用の必然性 

⑦ 自分の著作物が主で引用する他人の著作物は従たる存在であること（主従関係） 

 

   実務的に重要なポイントは、主従関係。引用する著作物に必要なコメントを付け加え

て、コメントが主、引用する著作物が従、となるように全体を構成する。 

 

   ○の例 

新型コロナウィルスについて、Ａ大学Ｂ教授は、「●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●」と述べているが、この見解は以下の理由から誤っている。 

    ① ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
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    ② ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

    ③ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

   ×の例 主従関係を満たさない。 

 新型コロナウィルスについて、Ａ大学Ｂ教授は、「●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●」と述べているが、この見解は誤っている。 

 

第３ 著作権に関わる契約の注意点 

１ ホームページの制作の外注 

  契約書に以下の旨の条項を入れる。 

① 自社にホームページの著作権が帰属する旨の条項 

  ない場合は、著作者である制作業者に著作権が帰属してしまう。 

② 制作業者が著作者人格権を行使しない旨の条項 

  自社で改変できるように。 

  自社のものとして権利者表記できるように。 

③ 翻訳権、翻案権、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利の譲渡を明記した

条項 

著作権を譲渡する契約において、譲渡の目的として特掲されていないときは、譲

渡した者に留保されたものと推定（著作権法６１条２項） 

２ プログラム製作の業務委託 

  翻案し改変しつつ利用していくことを考え、以下の旨の条項を入れる。 

  ① 成果物そのものの複製権、翻案権を譲渡する旨の条項 

翻案権は、著作権を譲渡する契約において、譲渡の目的として特掲されていない

ときは、譲渡した者に留保されたものと推定（著作権法６１条２項） 

  ② 二次的著作物の複製権、翻案権、さらに、プログラムを改変する権利を譲渡する

旨の条項 

二次的著作物の利用に関する原著作者の権利は、著作権を譲渡する契約におい

て、譲渡の目的として特掲されていないときは、譲渡した者に留保されたものと推

定（著作権法６１条２項） 

  ③ 著作者人格権を行使しない旨の条項 

特に同一性保持権。行使されると改変できなくなる。 

 

第４ 社内での利用 

 １ 社内プレゼンでの利用 

   社内プレゼンで、他社ホームページの写真やデータを引用→単なる客観的事実、デー
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タ、情報であれば、そもそも著作物に該当しないから著作権もない。著作物にあたる場

合は、引用として認められるかを検討。引用としても認められない場合は、著作権者の

許諾が必要。 

 ２ 社内研修でのコピーの配布 

   社内研修で雑誌記事のコピーの配布→私的使用目的の複製（著作権法３０条）にあた

らない。出版社等著作権者の許諾が必要。 

 ３ 新聞記事のスクラップ 

   原本をそのまま切り抜いてスクラップして保存→原本の所有権は購入者に移転して

おり、著作権法上問題ない。（もちろん著作権は移転していない。） 

   スキャンしてＰＤＦで保存→会社の業務で行う場合、私的使用目的の複製（著作権法

３０条）にあたらず、複製権侵害となる。権利者の許諾を得る必要がある。 

 ４ 文献のＰＤＦ化 

   会社の業務として、会社で保管している文献をＰＤＦ化→会社の業務で行う場合、私

的使用目的の複製（著作権法３０条）にあたらず、複製権侵害となる。権利者の許諾を

得る必要がある。 

 

第５ 商業利用 

１ 他社ホームページの記載を自社ホームページへ引用 

  単なる客観的事実、データ、情報は著作物に該当しないから、著作権侵害にならない。 

  著作物にあたる場合でも引用の要件を満たすのであれば、著作権侵害にならない。 

  著作物にあたり、引用の要件を満たさないのであれば、著作権者から許諾を得る必要

がある。 

２ 他社ホームページのデザインを自社ホームページに転用 

  ありきたりなデザインは著作物に該当しないから、著作権侵害にならない。 

  創作的なデザインは著作物にあたり、著作権侵害となる可能性が高い。イメージやア

イデアを参考にしただけであれば、著作権侵害にはならない。 

３ フリー画像の利用 

  本当にフリー画像なのか注意。 

  利用は無償であるが、使用許諾契約が付いている場合もあるので注意。 

  著作権の保護期間が切れているいわゆるパブリック・ドメインでも、同一性保持権等、

著作者人格権を侵害しないように注意。 

４ キャッチコピーの著作権 

  著作物として保護されるためのハードルは高い。短い表現だと創作性を認められる

のは難しい。 

  ただし、著作物に該当しない場合でも、利用の態様等によっては民法の不法行為に該

当する場合があるので注意。 
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５ 類似する本のタイトル 

  本のタイトル自体が著作物として保護されるためのハードルは高い。短い表現だと

創作性を認められるのは難しい。 

  場合によっては、商標登録することを検討。 

６ 自社が紹介されたテレビ番組を動画で使う 

  自社が取材を受けても、出演したテレビ番組の動画を使用する権利が自動的に付与

されるわけではない。取材時に許諾を得ておく必要がある。 

７ キャラクターの著作権 

  動物を擬人化したオリジナルのキャラクターを作る場合、他に類似のキャラクター

が存在していても著作権侵害となる可能性は低い。（参考 けろけろけろっぴ事件（東

京高判Ｈ１３．１．２３）） 

８ レストランのＢＧＭとして音楽を再生 

  公に演奏することになる。著作権法３８条の非営利目的の演奏に該当しない。著作権

者の承諾が必要。 

 

第６ ＡＩと著作権の関係 

ＡＩが著作物を創作した場合の権利帰属 

① ＡＩは創作活動の補助的な役割を果たしたに過ぎない場合 

著作者に権利が帰属 

② 完全自立型人工知能が著作物を創作した場合 

著作権法の保護が及ばないと思われる。 

自然人が創作することが著作権法の前提と考えられるため。 
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■山下江法律事務所の企業法務コラム 

https://hiroshima-kigyo.com/category/column 

 

    著作権に関連するもの 

・知らずに著作権侵害になるケースとそのペナルティを解説！ 

・二次的著作物とは？弁護士がわかりやすく解説します 

https://hiroshima-kigyo.com/category/column
https://hiroshima-kigyo.com/category/column
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ご静聴ありがとうございました。 
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 次回の企業法務セミナー               

 
 

日時：２０２２年９月８日（木）１８：３０～ 

講師：弁護士 久井 春樹 

テーマ：パワハラ防止法 

 

２０２２年４月１日から中小企業に対して施行される

「パワハラ防止法」について、法律に沿って企業はどのよ

うな措置や対策を講じる義務があるのかということをお話

しする予定です。 


